
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 給与課税されない在宅勤務費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：社員が在宅勤務した場合の通信費や電

気代ですが、給与課税されないためには、ど

うしたらいいですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：業務に使用した費用を合理的に計算す

る必要があります。 

【解説】  

通信費や電気代が給与課税されないために

は、社員が負担した家事部分を含めた金額を

合理的に計算して、業務に使用した費用だけ

を精算しなければなりません。 

合理的な計算方法には、たとえば次のよう

な方法があります。 

①電話の通話料 

通話明細書で業務にかかった料金を計算し

ます。業務のために通話を頻繁に使う場合に

は、以下の算式で計算する方法も認められま

す。 

②電話の基本使用料 

業務のために使用した部分を以下の算式の

ように合理的に計算します。 

③インターネット基本使用料やデータ通信料 

業務のために使用した部分を以下の算式の

ように合理的に計算します。 

【算式】 

業務のために使用した費用＝社員が負担し

た１か月の基本使用料や通信料等×社員の１

か月の在宅勤務日数÷その月の日数×50% 

④電気代 

電気代は、費用を業務のために使用した床

面積で按分する方法などが認められます。    
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